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はじめに

わが国の公共事業の入札において、１９９３年にゼネコン疑惑が発生し、そ

の後建設省主導の幾度かの入札制度の改善がなされたが、依然として入札談合

が蔓延している。

日本弁護士連合会では、１９９０年６月と１９９１年３月に入札制度改善と

独禁法運用強化の意見を表明し、１９９４年５月には、「入札制度の改革と独

占禁止法の改正及び運用強化を求める」総会決議を採択し、①指名競争を廃止

して一般競争入札方式を定着させること、②予定価格等の入札結果を公表する

こと、③入札参加資格の審査基準の公表などを提案した。

その後、中央建設業審議会等の答申を経て、制限付一般競争入札の試行的採

用等の改革が行われたが、談合は依然として解消されず、日弁連では、１９９

６年３月に「入札制度の改革と談合防止に関する中間報告書」を発表した。こ

の中間報告書においては、①制限付一般競争入札の対象工事の枠を拡大するこ

と、共同企業体方式の応札の廃止、②入札予定価格、最低制限価格の公表等入

札制度の透明性の確保、③入札、履行ボンド制の導入等を提言した。

さらにその後も、日弁連では全国単位弁護士会の協力を得て、２度の入札・

談合ホットライン、全国都道府県・政令都市における入札制度のアンケート調

査、聞き取り調査等を実施し、１９９９年１１月には、アメリカにおける入札

制度の調査・視察を行った。

政府も、中央建設業審議会等の答申を得て、今日まで数回の入札制度の改善

を行い、２０００年１１月、国会において「公共工事の入札及び契約適正化の

促進に関する法律」（以下「適正化法」という。）が成立した。各地方公共団

体も独自に改善を実行し、公正取引委員会もこの数年談合事件摘発件数を増加

させている。さらに、各地で住民代表訴訟が提起され、損害賠償請求がなされ

ている。しかしながら、最近に至っても談合事件は数多く報道されており、談

合は蔓延していると言ってよい。

日弁連では、談合解消に向けてこれまでの調査・研究結果を踏まえて、本報

告書により入札制度改革に関する提言を行うものである。

第一 入札制度改革に関する提言の趣旨

適正化法第１５条の適正化指針に談合防止の具体化策を盛り込み、真に実効

性のあるものとするため、次のとおり入札制度を改革することを求める。

１．国、特殊法人、地方公共団体は、談合が困難な入札にするため、

① 一般競争入札、公募型（工事希望型）指名競争入札を実施する場合、競争
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が確認できるまで地域制限、経営事項審査に基づく総合評点制限を緩和し、

おおむね３０社ないし１００社の入札参加を可能とし公正競争の確保をする。

② 指名競争入札を実施する場合、地域制限、経審点数を緩和するとともに、

市外に本店を有する業者を指名するなど、指名業者の予測が難しい指名を実

施し、事前に指名業者を公表しない。

③ 共同企業体（ＪＶ）を入札参加の条件にしない。

④ 入札業者に対し、詳細な積算内訳と下請契約書の提出を義務付ける。

２．国、特殊法人、地方公共団体は、談合によるペナルティーを強化し、

① 入札業者に対し、「入札談合が判明した場合、入札業者は発注者に対し、

契約額の１０％以上の損害賠償をする」との誓約書を提出させる。

② 入札・談合が明らかになった場合、談合業者に対する損害賠償請求を実施

するとともに、当該業者に対する入札資格剥奪期間を原則２年とする。

第二 提言の理由

日弁連は、１９９８年から２０００年にかけて、都道府県・政令指定都市な

どに対する入札制度アンケート調査（以下「入札制度アンケート」という。）

と４県（愛知県、静岡県、徳島県、三重県）の聞き取り調査（以下「４県調

査」という。）、入札・談合ホットライン（２回）、談合防止に成果をあげて

いる横須賀市、座間市、三重県久居市の聞き取り調査、名古屋市新南陽工場談

合刑事事件（名古屋地方裁判所、平成７年（わ）第１９０３号競売入札妨害被

告事件）、久居市下水道工事談合刑事事件（津地方裁判所、平成９年（わ）第

１６５号競売入札妨害被告事件）、埼玉土曜会談合事件（公正取引委員会、平

成４年（勧）第１６号事件）、日本下水道事業団談合刑事事件（東京高等裁判

所、平成７年（の）第１号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違

反被告事件）、鈴鹿市贈収賄被告事件などの刑事記録調査、アメリカ入札制度

調査などを実施した結果、次のことが明らかになった。

一 日本の入札は談合が蔓延している。

建設省の調査結果によると、都府県２８、政令指定都市８都市、市町村２０

５の１９９８年（平成１０年）度の平均落札率は９５．４％であり、落札率９

０％以上が８６．９％、落札率９０％未満が１３．１％という結果であった。

４県調査（各県２０００年（平成１２年）度、１億円以上の入札約５０件）

によると、落札率９５％台から９９％台の入札が圧倒的に多く、落札率８０％

以下の入札が、各県とも数件ある（資料１の１ないし４）。一社だけ予定価格

以下で他社は予定価格以上の入札が極めて多い（資料２の１ないし３）。
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他方、上記名古屋市新南陽工場談合刑事事件記録によると、鹿島建設、大成

建設、大林組などのスーパーゼネコンの業界担当者（談合屋といわれている）

は、ほとんどの入札で談合していると供述し、上記日本下水道事業団談合刑事

事件では、東芝、富士電機など大手電気メーカーの入札担当者らは、「各自治

体の首長ら幹部の意向により談合の本命が決まる」と供述していること、談合

する場合は、本命が予定価格に近い価格で入札し、他の業者はこれより高い価

格で入札するよう連絡するという供述している。また、上記三重県久居市談合

刑事事件、鈴鹿市の贈収賄刑事事件記録では、談合できないで自由競争になる

場合は、最低制限価格付近の価格で競争すると供述している。

上記のとおり、日本の入札の落札率の平均が９５％であるということや刑事

記録の内容から、日本の入札は談合が蔓延していると極めて高い確率で推定で

きる。

二 談合蔓延の原因は、発注者の談合容認姿勢にも原因がある。

談合が蔓延している原因は、上記談合刑事記録の供述調書や入札・談合ホッ

トラインの聞き取り結果によると、発注者が入札業者に予定価格を示唆したり、

談合が極めて容易な入札を実施するなど、談合を容認し、または推奨している

のではないかとすら窺われる実態がある。なかには２０００年に摘発された北

海道庁での談合事件や上記日本下水道事業団談合事件のように官製談合とさえ

言われ、官業癒着の実態が明らかにされている。

三 談合放置の日本の入札の実態

入札制度アンケートと４県調査によると、４６の自治体で入札前に入札参加

者を公表したり、工事現場のすぐ近くの業者だけを指名するなど、入札に参加

する業者に関する地域要件を強調したりして、談合が容易な制度運用をしてお

り、談合を本当に防止する制度にはなっていない。各自治体は、入札参加条件

に関し、地域制限や経営事項審査に基づく総合評点（以下「経審点数」とい

う。）制限を大幅に緩和しようという考えが乏しいことが分かった（資料３の

１ないし３）。

日本の現在の入札は、いずれも、固定したメンバーでの入札がほとんどで、

ローテーション談合（入札業者が順番の本命となる談合）が容易な入札ばかり

である。一般競争入札といっても、せいぜい全国ゼネコンと大手地元業者の３

０社程度のＪＶ（特定共同企業体）が参加可能な入札が多く、公募型指名競争

入札では、特定の地域の大手業者１０社ないし３０社程度であり、いずれも参

加業者が特定できるものであり、ローテーション談合が容易な入札である。一

般の指名競争入札では、工事現場に近い固定したメンバーだけを指名して、し
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かもほとんどの自治体は、あらかじめ入札参加業者を公表している。これでは、

発注者は、「このメンバーでどうぞ談合して下さい。」と言っているのと同じ

であるとの批判がある。入札業者にとっては、談合すれば談合しない場合より

数倍の利益があがるから、入札参加者の公表は談合しやすい入札制度（事前に

話合う相手が分かり、ローテーションが容易な入札）につながり、談合する可

能性が高くなる。

四 ペナルティーが少ない日本の入札

アメリカの入札制度調査結果によると、アメリカでは、談合した場合は、談

合利益の２倍の罰金と１２ケ月程度の実刑になり、司法省は必ず談合業者に損

害賠償請求（３倍賠償）をする。また、談合による入札資格剥奪期間は３６ケ

月であり、談合すると経営ができなくなる可能性が高い。

これに対し、日本では談合が公正取引委員会に摘発されても課徴金は３％な

いし６％、刑事事件になっても執行猶予となることが多く、指名停止期間も２

ケ月ないし９ケ月であり、そのペナルティーも軽く、国も自治体も談合が明ら

かになっても談合業者に対し損害賠償請求することは稀であり、業者にとって

は、「談合はやり得」という実態である（資料３の１ないし３）。

五 談合の防止に成果をあげている横須賀市、座間市、久居市

国や自治体は、入札参加者を多くすると発注者の負担が重なり、手抜き工事

や不良工事が多くなるので実施が困難であると主張している（資料３の１、質

問３，４）。入札参加業者が３０社ないし１００社程度となるようにしている

神奈川県横須賀市や、市外業者も入札参加可能としている神奈川県座間市や三

重県久居市においては、平均落札率が７０％ないし８５％となっており（資料

４の１ないし３）、談合入札がほとんどなく、自由競争となっていると推定さ

れる。しかし、担当者の聞き取り結果では、発注者の負担が重くて困るとか、

不良工事が増えているとの意見は特になく、不良工事は低入札価格調査制度、

最低制限価格制度を有効に活用し、工事検査の強化、不良工事者の資格停止な

どにより、防ぐことが可能であることを示している。

六 建設省の入札・契約の改善推進の通達

建設省は、２０００年（平成１２年）２月１日付けで都道府県知事に対し、

「地方公共団体の公共工事に係る入札・契約手続及びその運用の更なる改善の

推進について」という通達を出した（資料７）。この中で、一般競争入札、公

募型指名競争入札、工事希望型指名競争入札等競争性が高い入札方式を採用す

ること、入札手続の透明性及び公平性の確保、談合情報マニュアルの策定、公
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正取引委員会への通知などの必要性を指示している。

しかしながら、日本の入札において「談合が蔓延している」との認識に立っ

た談合防止対策としては不十分と言わざるをえない。

七 公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律

２０００年１１月の国会において、「公共工事の入札及び契約適正化の促進

に関する法律」が成立した。

建設省が作成した「適正化法」案骨子には、次のように定められている（資

料８）。

入札・契約適正化の基本となる事項として、「透明性の確保」「公正な競争

の促進」「公共工事の適正な施工の確保」「不正行為の排除の徹底」などを挙

げている。全ての発注者に対する義務付け措置として「一括下請の禁止」「公

正取引委員会への通知」等を挙げている。適正化指針の内容として「公正な競

争の促進」「不正行為の発生防止」を挙げ、具体的には「一般競争・指名競争

の適正な実施」「談合情報対応マニュアル」を挙げている。

適正化法の目的は、是認できるところであるが、不正行為の発生防止策の具

体策として、あまり効果が期待できない「談合情報対応マニュアル」を挙げた

り、談合をした疑いがある場合、「公正取引委員会への通知」を挙げているに

過ぎず十分ではない。

発注者は、入札が終わってから談合を摘発することはほとんど無力である。

入札後に「談合情報対応マニュアル」により、入札業者に談合したかどうか質

問したりしても、「談合しました。」と答える業者はいないし、事後に「公正

取引委員会への通知」をしてもほとんど効果はない。

前に述べたとおり、談合が難しい入札制度の実行はそんなに困難ではないの

であるから、「適正化指針」により具体的な談合を確実に防止する措置案を盛

り込むべきである。

衆議院及び参議院において適正化法の附帯決議がなされた（資料９の１，

２）。その主な内容は、次のとおりである。

① 談合、贈収賄排除の徹底

不正行為の再発を厳に防止するための指名停止措置や建設業許可行政庁に

よる監督処分を厳重に行い、談合、贈収賄等の不正行為の排除を徹底する。

② 積算の明細の提出義務

談合や不正行為やダンピングの防止のため、明細を提出させる。

③ 談合が明らかになった場合の損害賠償の実施

④ 入札及び契約についての第三者機関による監視

⑤ 建設労働者の賃金、労働条件の確保
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⑥ 中小建設業者、下請業者にしわ寄せを防止する対策

などが決議されたが、評価できる内容が含まれている。これらを真に実行する

ための具体策が必要である。

八 談合が蔓延していることを前提とした談合防止対策が必要

以上のとおり、日本の入札には談合が蔓延しているが、国・自治体は、談合

が蔓延していることを前提とした具体的な談合防止策を実行しているとは言い

難い。談合をなくするためには、談合する相手が分からないか、談合すること

が困難な程度（自由競争が確認されるまで）に地域制限、経審点数制限を緩和

すべきである。また、談合すると損をすると認識せざるを得ない程度にペナル

ティーを強化すべきである。

１．談合しにくいローテーションが困難な入札制度の確立

談合しにくい制度にするためには、①原則として、地域制限と経審点数制

限を大幅に緩和して、３０社ないし１００社が参加可能な一般競争入札また

は公募型指名競争入札とする、②やむを得ず指名競争とする場合、地域制限

と経審点数制限を大幅に緩和して、入札参加者の予想が困難で、ローテーシ

ョンができない指名をする、③大きな工事は、ほとんどの地方自治体で共同

企業体（ＪＶ）を入札参加条件としているが、共同企業体を組むことを条件

とすると、談合を誘発することが多いので、共同企業体を入札参加条件とす

べきではない。

なお、経審点数の緩和による不適格業者の混入、不良工事等の発生を危惧

する見解があるが、後記８の制度の導入等による対応により、不良工事等の

防止は可能であることから、自由競争確保の観点から、経審点数の厳格な運

用による参入制限は、見直されるべきである。

２．入札参加業者が限られる場合の予定価格の厳格化

工事内容によっては、入札参加業者が限られる場合は、談合する相手が分

かってしまうので、談合を誘発しやすいため、予定価格を時価を標準にして

厳格に算出すべきである。

３．談合をした場合のペナルティーを厳しくする

談合しにくい入札制度であっても、談合が全く不可能になる入札制度はな

い。その仕事ができる業者が限られてしまうことも多く存在するからである。

したがって、談合が困難な制度にするとともに、談合したら摘発され、ペナ

ルティーも厳しくなるようにしなければ談合は防止できない。日本の現在の

ペナルティーの実態では、「談合はやり得」であることから、ペナルティー

を厳しくする必要がある。

例えば、談合が発覚した場合、入札停止ないし資格剥奪期間を原則２年間
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にするなどのペナルティーの厳格化をはかるべきである。

４．談合が明らかになった場合の損害賠償義務制度の確立

入札参加業者に談合が明らかになった場合、１０％以上の損害賠償するこ

とを誓約させる。

発注者は、談合が明らかになったら必ず損害賠償請求すること、損害賠償

請求をしやすい制度を確立する。

５．談合防止と談合調査義務の明確化

日本で談合が日常的に行われている理由は、国や自治体が談合をなくす意

思と意欲が十分でないからであると考えられる。まず、公務員が、公金の無

駄使いになるという談合の弊害を強く認識し、談合をなくす姿勢が必要であ

る。そのためには、公務員に談合を防止する義務があることを明確にし、国

や自治体自身が、実施している入札において談合が行われているか、どの程

度の疑いがあるかどうかを自ら調査する義務を明確にする必要性がある。

６．入札業者の資料提出義務の拡大（談合と一括下請防止）

談合した場合にそのことがわかるように、入札業者に、詳しい見積内容、

下請契約などの資料を提出させる。

一括下請やピンはねが少なからずあるが、こうした中間搾出を防ぐ必要が

あることは当然である。そのためにも、積算内訳や下請契約書を提出させる

ことが重要である。

７．労働者と下請を保護する制度の確立

談合が少なくなり、自由競争が増えた場合、労賃や下請業者にしわ寄せが

行く可能性がある。これを防止するため、公共工事の場合の最低賃金制度や

入札時点に下請代金を明らかにする制度が必要である。

８．ダンピング、不良工事手抜き工事の防止対策の確立

自由競争が通常になった場合、ダンピングして赤字受注をする可能性が出

てくる。その場合、低入札価格調査制度、最低制限価格制度、入札・履行ボ

ンド制度、工事検査体制の確立、悪質工事業者に対する入札資格の剥奪など、

適切に実行することなどが必要である。

これらの対策により、国、特殊法人、地方公共団体において、談合防止の

改革案の策定と、内閣においては、上記対策案を適正化法第１５条の「適正

化指針」に盛り込むべきことを提言するものである。
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第三 日弁連の入札制度調査結果

一 入札制度アンケート（資料３の１ないし３）と４県調査

日弁連では、１９９８年１２月に４７都道府県と１２政令指定都市の各首長

宛に、入札制度につきアンケート調査を、２０００年８月から１１月にかけて、

愛知県、静岡県、徳島県、三重県の入札制度の運用状況についての聞き取り調

査を実施した。

アンケート調査には、４県を除く自治体から回答が寄せられた。その回答を

集計した結果は、以下のとおりである（ただし、１９９８年１２月現在のまと

めであり、現時点では変更されている可能性があるが、大きな変更はないと推

定される。）。

各自治体では、一般競争入札や公募型指名競争入札を拡大したり、現場説明

会を廃止したり、低入札価格調査制度を導入したり、予定価格の事後公表をす

るなど、透明性や指名の公正性の確保、談合の防止に向けて努力していること

が伺われる。しかしながら、４６の自治体で入札前に入札参加者を公表したり、

工事現場のすぐ近くの業者だけを指名するなど入札に参加する業者に関する地

域要件を強調し、談合が容易な制度運用をしており、談合を本当に防止する制

度にはなっていない。また、各自治体には地域要件を大幅に緩和しようという

考えが乏しい。談合をして独禁法違反で摘発されても、指名停止期間を２ヶ月

ないし９ヶ月とするなど、そのペナルティーも軽く、談合をやめる動機にもな

らない実態である。

１．一般競争入札の範囲について（資料３の１、３質問１）

① ２５都道府県と８政令市で設計価格２４億３０００万円以上（ただし三重

県は２１億６０００万円以上）の入札に、一般競争入札を実施している。

② ５億円以下の入札においても実施しているのは、山梨県（３億円以上）、

福井県（５億円以上）、長崎県（５億円以上）、宮城県（１億５０００万円

以上）、埼玉県（１億円以上）、仙台市（３億円以上）、北九州市（５億円

以上）の５県、２市であった。

③ 宮城県の一般競争入札は、１億５０００万円以上につき、行われているが、

「地域限定一般競争入札」と名付け、宮城県内に本店を有することを条件と

している。

④ 岩手県は、７０００万円以上で一般競争入札を試行中であるが、地域要件

がきわめて狭く、１５社程度しか参加できない地域限定となっており、到底

一般競争入札とは言えない。
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２．公募型・意向確認型指名競争入札は広がっている（資料３の１、３質問

１）。

一般競争入札に代わるものとして、公募型指名競争入札、意向確認型指名

競争入札が多く導入されている。この制度は、一定の地域に本店を有し、一

定の要件を有する業者は、希望すれば、原則として、全て入札に参加させる

というもので、恣意的な指名が少なくなるという意味で公正性が増し、通常

の指名競争入札より参加業者が多くなるという意味で競争性が高まる可能性

がある。しかし、地域限定によって必ずしも競争強化に至っていない。山口

県（６０００万円以上）、長崎県（５０００万円以上）、沖縄県（８０００

万円以上）、青森県（５０００万円以上）などは、１億円未満でも公募型指

名競争入札を実施している。長崎県では、希望した業者の中から、指名によ

り１５社に絞る事例もあり、これでは普通の指名競争入札とほとんど変わら

ない。問題は、地域要件と経審点数要件を緩和することにより、どれだけ多

くの業者が参加できるか、または、どれだけ参加者の予想を困難にできるか

である。

３．平均入札参加者数は１３ないし１４（資料３の１、３の質問２）

一般競争入札、公募型指名競争入札の平均参加業者数は１３ないし１４で

あり、これらの入札でも、地域要件など参加条件が厳しいため、競争性が高

くないと推定される。

４．一般競争入札の拡大について（資料３の１、３の質問３）

事務量の増大、不良不適格業者の排除、契約事務の長期化、過大受注の恐

れ、地元業者の受注機会の拡大等を理由に一般競争入札の拡大はしない、ま

たは拡大に慎重な自治体がほとんどである。

滋賀県、高知県、愛媛県、岡山県、愛知県の５県は、一般競争入札の範囲

を拡大することを検討するとの回答であるが、いずれも現在は、２４億３０

００万円以上で一般競争入札を行っている。

福井県（５億円以上）、長崎県（５億円以上）、沖縄県（７億３０００万

円以上）、川崎市（３億円以上）、仙台市（３億円以上）は、すでに拡大済

みと回答している。

一般競争入札では、地元業者の受注機会を増やせない等の理由で、一般競

争入札に代わるものとして、普通の指名競争入札よりやや競争性が高まる公

募型指名競争入札を導入したので一般競争入札を拡大しないと回答したのは

８つの自治体であった。

宮城県は、現在１億５０００万円以上の入札で一般競争入札を実施してい

るが、「１億５０００万円未満の工事は、各地方機関発注工事の対象になる

ので地方機関の体制等を検討中」としており、さらなる拡大を目指している
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ことが注目される。

５．入札参加業者が予想できない指名制度の実施について（資料３の１、３の

質問５）

不適格者排除、透明性確保、工事の確実な施行、時間と費用と手間がかか

る、などの理由をあげて、予想困難な指名は難しいとする自治体がほとんど

である。

また、入札参加者名の入札前非公表や現場説明会の廃止などにより、予想

を困難にする対策をとっている、幅広い中からできるだけ多くの業者を指名

している、と回答した自治体は３つあった。

「予想困難にしても談合する業者は談合する。モラルの問題である」「制

度を変えても恒久的な談合防止対策にならない」など制度改革による談合防

止をあきらめ、モラルだけに頼る自治体もあった。

業者は談合すれば、談合しないで自由競争するのに比べ数倍の利益がある

から、談合し易い制度であれば談合する可能性がきわめて高い。しかしなが

ら、ほとんどの自治体は、現在の入札制度は、入札参加者の予想が容易な制

度であることは認識しながら、予想困難な制度を導入することにきわめて消

極的であることが分かる（４県調査でもそのことが確かめられた。）。

６．入札参加者の事前公表について（資料３の１、３の質問８）

３６都道府県と１０政令市が、入札参加者を事前に公表している。公表の

理由は、建設省の指導や透明性、公正性を確保するためなどの理由をあげて

いる。入札前に入札参加者を公表すれば、入札参加者にとって、談合はきわ

めて容易になる。こうした入札参加者の公表制度を採用する自治体の入札制

度は談合をしにくくすることを目指したものと言うことはできない。

非公表は、新潟県、福井県、石川県、富山県、山口県、高知県、横浜市、

広島市だけであった。他方、非開示の自治体は、談合を防止するためとの理

由をあげている。

７．現場説明会について（資料３の１、３の質問９）

現場説明会を実施している自治体は１８自治体で、原則的に実施しなくな

ったのは、３６自治体である。実施しなくなった理由は、一堂に会する機会

をなくし、談合を防止するためとするのが多く、入札執行通知書に全て書か

れているので必要性がないとする自治体もある。

８．完成保証人について（資料３の１、３の質問１０）

完成保証人制度を行っている自治体は３自治体だけで、他の自治体はこの

制度を実施していない。

９．ＪＶ制度について（資料３の１、３の質問７、８）

全自治体が、ＪＶ制度は必要な制度であると強調している。
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必要性の理由として、技術力の結集、技術研修、地元業者・中小業者の育

成と入札参加機会の確保などをあげる自治体が多く、大規模かつ技術度の高

い工事を安定的に施工する、信用力の拡大、危険負担の分散などもあげられ

ている。ＪＶ制度による入札を３億円ないし５億円以上とする自治体は２１

自治体あった。

ＪＶの必要性は理解できる点もあるが、一定の工事金額以上の工事につき

ＪＶを入札要件としなければならない理由はない。ＪＶを組むということは

話し合いなさいということにつながる。大きい会社ほど談合組織ができてお

り、大きい会社が幹事社になれば談合する可能性が高まる。また、談合しな

い企業は少数派であり、自由に競争しようと考えても、ＪＶを組んでくれる

相手がいないため談合に加わらなければならなくなる。従って、ＪＶでなけ

れば参加できないとする制度は廃止すべきである。

10．低入札価格調査制度について（資料３の１、３の質問１１）

低入札価格調査制度を導入している自治体は４８自治体であった。２２自

治体は２４億３０００万円以上で実施しているに過ぎない。全入札で実施し

ているのは長野県、横浜市、広島市で、５００万円以上１億円未満で実施し

ている三重県（８０００万円以上）、富山県（５００万円以上）、香川県

（５０００万円以上）、青森県（５０００万円以上）、埼玉県（３０００万

円以上）、仙台市（１０００万円以上）などが注目される。

11．予定価格の事後公表について（資料３の１、３の質問１５）

予定価格の事後公表を実施していない自治体は、奈良県、秋田県、富山県、

札幌市だけであり、他の５５自治体は公表に踏み切った。但し、１９９７年

（平成９年）度以前にさかのぼって公開する自治体は３５自治体で、２４自

治体は非公開としている。

12．独禁法違反の場合の指名停止期間について（資料３の１、３の質問１

３）

中央公契連指名停止モデルは、「当該自治体での独禁法違反事件の場合は

３ヶ月ないし９ヶ月」、「当該自治体以外での事件では２ヶ月ないし９ヶ

月」としているため、この指名停止基準（３０自治体）、またはこれに近い

基準を設定している自治体が多い。地方自治法施行令第１６７条の４の２項

は、「２年間参加させないことができる。」と定めているが、ほとんどの自

治体で最高９ヶ月しか指名停止をしない。最高２４ヶ月と定めているのは、

広島県と名古屋市だけである。談合が蔓延している状況の中で、仮に独禁法

違反で摘発されても、指名停止期間が短いならば、指名停止は談合の抑止力

には全くならない。談合をなくするには、談合が摘発されたなら半永久的に

入札には加われないようにする必要があろう。業者のモラルに任せるという
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のは、非現実的である。

二 談合・入札ホットラインの実施結果（資料６）

日弁連は、１９９７年１２月と１９９８年１２月の２回、全国一斉の談合・

入札ホットラインを実施した。参加した弁護士会は１９単位会であった。１９

９７年は１３８件、１９９８年は８５件の電話情報が寄せられた。

１９９８年について見ると、建設関係者による情報が４４件で、自治体関係

者は１件にすぎなかった。その他が４０件であったが、公共事業以外の物品購

入関係者の情報もかなりあった。したがって、単なる噂による情報は少なく、

入札業者またはその周辺の方々からの経験に基づく情報がほとんどで、信頼性

の高いものであった。９割以上は談合が行われているとの情報であり、５割以

上は「談合に加わらなければ指名を外される－６業者」「指名が不公正－３０

業者」「予定価格を教えてくれる－１６業者」「自治体担当者は、談合が分か

っても見て見ぬふりをしている」「役所が談合を仕切っている」など、発注自

治体と議員が談合に関与していることを訴えるものであった。そして、談合す

ることにより、落札価格は２０％以上あがると答えた業者は、１８業者中１７

業者あった。

建設業者らが電話で訴えてきた情報は、以下のとおりである。

① 発注自治体職員は、天下りがいる建設会社を多く指名したり、天下りや議

員を通じ、または直接業者に発注予定工事や予定価格情報を漏らしたり、指

名に入れたりして、談合に協力している。

② 自治体職員は、議員や建設業協会などと連絡を取りあい、談合をしない業

者を指名からはずすなどして、談合に加わらざるを得なくしている。

③ 首長や職員と仲良くすると指名する。

④ 天下りや議員が、自治体職員と建設業者との間に入り、談合の大きな役割

を果たしている。

⑤ 設計事務所が設計をゼネコンやメーカーに無料で設計をしてもらい、本命

を決める。

⑥ 多くの発注自治体は、入札前に指名業者の公表しており、公表しない場合

でも工事現場に近い業者だけを指名するなど、入札参加業者の予想は容易で

あり、談合をし易い指名を行っている。

⑦ 現場説明会は談合する機会を作っている。

日弁連による前記２回の談合・入札ホットラインに寄せられた情報をまとめ

ると、多くの自治体で談合が蔓延し、談合を防止できないのは、次のような実

態が原因であると考えられる。
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首長や議員は、自らの選挙のために、票と政治献金を求めて、建設業者のた

めに発注予定工事、予定価格などの情報を職員から聞き出して、建設業者に提

供し、さらに進んで、特定業者の指名を自治体職員に指示または依頼したり、

「天の声」により本命を決定するなどして談合に深く関与している。自治体職

員は、天下りや接待の利益を得るために、建設業者に予定価格を教えたり、ほ

のめかしたり、指名に入れたりして、談合に加わらない業者を指名から外した

りして、議員や建設業協会や業者と癒着している。

したがって、多くの自治体は談合をなくす抜本的対策をとらない。建設業者

は、談合することにより２０％以上も高く落札できるので談合する動機は大き

く、仮に特定の業者が談合をやめようと考えても談合から抜けると村八分にな

り、指名から外されるなどの不利益を受けるため、談合から抜けるのは極めて

困難な状態となっている。自治体の指名権の乱用が談合体制を強化していると

される。

三 談合の防止に成果をあげている神奈川県横須賀市、神奈川県座間市、三重県

久居市の聞き取り調査

１．神奈川県横須賀市（資料４の１参照）の入札状況

２０００年８月の聞き取り結果によると、横須賀市は、１９９８年（平成

１０年）７月以前の入札は、７社から１０社を指名して行う指名競争入札を

実施していたが、予定価格の９５％での落札が３分の２を占めるという高止

まりの落札率であったので、１９９８年（平成１０年）度、１９９９年（平

成１１年）度から、談合の相手を特定させないことが重要であると考え、指

名業者の公表をやめ、経営事項審査に基づく総合評点を基準に入札条件とし、

入札条件に合致していて、希望する者はすべての入札に参加できる入札方法

を導入した。その結果、新規参入業者や下請業者が直接入札に参加できるよ

うになり、入札参加者が激増した。これにより物理的に談合ができにくい状

態になった。さらに談合情報があった場合、くじで２社に減らすことにし、

場合によっては入札を中止する措置さえ取った。

また、横須賀市は高値安定を防ぐため、１回の入札で落札しない場合、２

回の入札で打ち切り、不落随契（入札で落札者がいない場合に随意契約をす

ること）を廃止し、業者を入れ換えて後日再入札することとした。

また、希望価格制度を導入し、最初から希望価格を低く押さえて設定し、

上限拘束性を持たせ、入札条件に組み入れた。これにより、入札に参加でき

る業者が少ない専門性が高い工事や全国ゼネコンしかできない工事でも落札

率は９０％程度に押さえることができている。

その結果、１９９７年（平成９年）度の平均落札率が９５．７％であった
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のが、１９９８年（平成１０年）度には９０．７％、１９９９年（平成１１

年）度には８５．６％に急落した。横須賀市の最低制限価格は予定価格の８

５％程度にしていることを考えると、ほぼ最低制限価格で競争していること

がわかる。

２．神奈川県座間市の入札状況

１９９８年５月、１９９７年７月に座間市が発注した道路改良工事の入札

で談合したとして、建設会社社長２人が逮捕され、９社の社長が罰金刑を課

され、７月には公正取引委員会が、この事件以外にも１９９５年４月以降談

合を繰り返してきたとして、建設会社１８社に対し独禁法違反で排除勧告を

出した。

２０００年８月の聞き取り結果によると、座間市はそれ以後、市内業者が

指名停止になったこともあり、市外業者を指名に加えることとした（現在も

２ないし３社は市外業者を指名している）。その結果、１９９７年度の平均

落札率が９６．７４％であったのが、１９９８年度は８４．９５％、１９９

９年度は８３％に下がった（資料４の３参照）。

３．三重県久居市（資料４の２参照）の入札状況

２０００年１１月の聞き取り結果によると、久居市は、談合事件の摘発後、

意向確認型指名競争入札（５０００万円から１億５千万円まで）では、市内

に本店を有する業者３８社に加えて市内に支店や営業所を有する業者（準市

内業者）２５社をも含めて参加可能としている。３０００万円から５０００

万円の指名競争入札において、１８社指名するうち数社を準市内業者を指名

し、しかも指名業者を公表しないで入札を実施している。その結果、ほとん

どの入札において、談合ができず自由競争が行われ、平均落札率が６５％か

ら７０％前後となっている。

別添資料の図１（入札制度改革前の落札率）と図２（入札制度改革後の落

札率）を比較すれば、久居市の入札制度改革により落札率が急降下したこと

は一目瞭然である。久居市が、準市内業者をも入れて入札可能とし、しかも

入札前に公表しないことにしたことにより、談合が困難になり、落札率が急

降下したのである。すなわち、１９９６年（平成８年）度以前は、久居市内

の業者だけを指名していたことにより入札業者は容易に談合ができたが、１

９９９年（平成１１年）度は、久居市以外に本店を有する業者をも指名し、

しかも入札前に指名業者を公表しなかったため、どの業者が入札に参加する

か予想が困難となり、談合が困難になり、談合ができなかった入札が多かっ

たために、落札率が平均約７０％となったのである。図１と図２により談合

すれば、落札率９８％や９９％が多くなり、自由競争になれば、落札率は７

０％程度になることが分かる。
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四 談合刑事記録調査結果

１．刑事記録などに見る談合蔓延と継続の生々しい実態

(1) 名古屋市ゴミ焼却場新南陽工場談合事件（名古屋地方裁判所平成７年

（わ）第１９０３号競売入札妨害被告事件）

本事件は、名古屋市発注のゴミ焼却施設「新南陽工場」の本体工事につき、

談合により大林組ＪＶが本命業者になっていたが、市議会で談合の疑いが論

議されたことから、名古屋市の建設局次長が、鹿島建設ＪＶに落札させるこ

とを決め、入札価格も指示した競争入札妨害事件で、１９９５年１０月に摘

発され、全国ゼネコンの大手のほとんどが取り調べを受け、鹿島建設、大成

建設、大林組、鴻池組、前田建設、錢高組、清水建設などの談合担当者は、

「われわれ業界は、談合するのが常態であり、ほとんどの工事につき談合に

より本命を決め、本命が落札できるように本命より高い価格で入札する。」

「埼玉土曜会事件後まで、『中部建築協会』という談合組織を作り、東海地

方の談合を仕切ってきたが、埼玉土曜会事件後、中部建築協会は解散したが、

担当者同士会って談合を続けてきた。」（鴻池組名古屋副支店長Ｆ氏）と供

述している。

また、大林組の取締役で名古屋支店長であったＫ氏は、「官公庁発注工事

の殆どは、我々業者間の調整によって、入札以前から『本命』の業者は決ま

っておりました。この業界内の調整は、いわゆる、談合というものであり、

違法であることは分かっておりましたが、実際には官公庁発注工事の殆どが

業者間の調整により決まっておりました。そして『本命』以外の業者は、当

該工事の営業活動を行うことはなく、業者間の調整によって『本命』が決ま

り、役所から指名をもらうと、『本命』の業者が他の業者に対して、自社の

入札金額より高い応札額を連絡しております。そして、『本命』以外の業者

は、『本命』から連絡された応札額で入札しますから、当然ながら『本命』

業者が予定どおり落札するというのが実状でした」と供述している。

鹿島建設名古屋支店営業部長をつとめていたＳ氏は、自らの仕事を「業界

担当（談合担当）」であることを認め「各幹事会社の業界担当（談合担当）

は、大成建設のチーフはＹ氏、サブはＳ氏、清水建設のチーフはＥ氏、サブ

はＨ氏、鴻池組のチーフはＦ氏、サブはＭ氏、フジタのチーフはＴ氏、サブ

はＮ氏、錢高組のチーフはＤ氏、サブはＫ氏、間組のチーフはＯ氏、サブは

Ｓ氏、佐藤工業のチーフはＡ氏、サブはＳ氏、前田建設のチーフはＫ氏、サ

ブはＮ氏、三井建設のチーフはＫ氏、サブはＹ氏である。」と具体的な名前

を挙げて供述している。

さらに、鹿島建設の副支店長であったＩ被告人は、法廷において、「入札
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に関して、各関係会社が根回しをすること（談合して本命をきめること）は

違法であることは、私も分かっていました。しかし、業界の中ではそうした

習慣が存していたことは事実です。今後もすぐにはなくなるものではないと

思われる。しかし、そうした悪しき習慣に対しては、やめようとする努力は

必要だと考えている。」と供述している。これらの供述は談合の蔓延と談合

をやめられない建設業界の実態を明らかにしている。

(2) １９９７年（平成９年）の関西・全国ゼネコン警告事件（新聞報道）

関西の談合のドンと言われた平島栄氏が公正取引委員会に対し、「関西地

方で１９９６年に行われた一般競争入札等の入札は、すべて談合により行わ

れた。１９９７年度も談合を続けている。」と申告した事件である。この事

件は、政治的圧力がかかったせいか、課徴金命令や刑事事件には至らなかっ

たが、公正取引委員会は、独禁法違反の疑いがあるとして、「今回、①会社

の代表者から談合をやめるとの内容の誓約書の提出を求める、②各社の業務

担当者に、同様の誓約書を社に提出するよう求めるなど、通常の警告より厳

しい措置を講じる。」と発表した。ゼネコン３１社は、民間会社「ＭＩＳ近

畿」を設立して、これを隠れ蓑に談合をしていた。「ＭＩＳ近畿」は、「埼

玉土曜会の談合摘発などで世間的にうるさくなり、情報会社ならうまく行

く。」として、１９９２年（平成４年）に平島栄氏の提案で設立されたが、

それまでの情報交換組織「中之島クラブ」を衣替えした談合組織であった。

このように、談合組織は事件が起こっても簡単にはなくならず、組織替えを

してごまかして存続することがわかる。

(3) 日本下水道事業団談合刑事事件（平成７年（の）第１号私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律違反被告事件）

日本下水道事業団が発注する下水道関連の電気設備工事の入札において、

東芝、富士電機、三菱電機、日立など大手電機設備メーカー９社が、「九社

会」なる談合組織を作り、１９８８年（昭和６３年）以前から１９９３年

（平成５年）までの日本下水道事業団が発注するすべての電気設備工事の入

札において、談合により本命業者を決めて談合入札を継続し、これに日本下

水道事業団も積極的に関与・協力してきた、という事件であった。刑事記録

の中には、電気設備工事だけでなく、建築工事や機械設備工事の入札でも談

合をしていたと記載されている。

下水道工事を実施する自治体が下水道事業団に工事を発注し、下水道事業

団が各自治体に代わって入札を行うのであるが、入札業者９社が談合により

本命業者を決める第一の条件は、実質的な発注者である各自治体の首長の意

向（首長がどの業者に仕事をしてもらいたいと考えているか。）である。入

札業者は、各自治体の首長などに自社に工事をさせて欲しいと営業活動をし
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て、首長の意向を取った業者が本命業者になるというのである。

元建設省下水道局長から天下りした下水道事業団の理事長は、「わたしは、

地方公共団体の首長などから、電機に限らず、多くの業者要望を聞いてきま

したし、それを次長に指示して指名業者に入れておりました。私は、事業委

託者である自治体の首長などが、電気工事について指名業者として強く特定

業者を指名業者として要望してくる場合には、単に事業団が当該工事の入札

で指名に入れるのを期待しているのではなく、業者間の物件受注の調整を前

提として、地方公共団体の首長等が希望業者の受注を希望してきていること

は判っており、次長に私が地元の希望業者を伝えることは、次長がその希望

業者を事業団の当該工事の指名に加え、その希望業者が業者間の話合いで落

札できるようにするだのろうと知りながら伝えていたのです。」と供述して

いる。

したがって、建設省や各自治体の首長や幹部は、日本下水道事業団の工事

が談合により行われていることを十分に承知していることになる。この事実

は、各自治体が発注する入札自体も談合によって行われており、首長はその

ことを容認していることをも強く推定されるものである。

(4) 三重県久居市下水道談合刑事事件（津地方裁判所平成９年（わ）第１６５

号競売入札妨害被告事件）

本事件は、三重県久居市の土木業者１６社が、久居市発注の下水道配管工

事の入札につき、談合して本命業者を決めていたとして、１９９７（平成９

年）に摘発された競売入札妨害事件である。この刑事事件の供述調書による

と、入札業者は、「私が知る限り、久居市の土木業界では市からの工事の受

注について常に談合が行われており、談合を行うことが習慣化していました

が、こういった習慣が一体何十年前から行われていたかは、見当がつきませ

ん。」「入札について、談合しようとすることなく、初めから各業者が自由

に設定する価格で競争しようとするということが行われたことは一度もあり

ませんでした。叩き合いになるのは、その物件を受注したがる業者が最後ま

で複数いて、談合しようとしたものの話がまとまらず、叩き合いになってし

まった場合だけです。」と供述し、久居市の入札において談合が習慣化して

おり、原則として談合により入札が行われていた実態が明らかとなった。

１９９５年（平成７年）度から１９９７年（平成９度）年までの久居市の

下水道課長は、「落札率が高いことは、談合をしている可能性が高いという

ことです。・・・・」「なお私は、下水道課長に就任して以降、当課の責任

者として、汚水枝線工事の入札には、すべて出席していました。１９９６年

（平成８年）度までは、これらはほとんど例外なく、１００％に近い、極め

て高い落札率で落札されていました。ですから、私は、公共工事には談合が
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つきものだという一般常識とも併せた結果、久居市の下水道工事についても、

談合が行われている可能性がある、という気持ちを持っていました。しかし、

入札事務の責任者でもない私が、業者に対して証拠もないのに、談合してい

るのではないかと問いただし、談合をやめろと求めることはとてもできませ

んでした。私は、これまで、市の他部署と協力するなどして、談合防止、排

除するために徹底した措置を講ずることはしてきませんでした。のみならず、

私は、地元業者とのなれ合いの気持ちから２つか３つの汚水枝線工事ごとに

１回ぐらいの割合で、当課を訪れ、自社で積算した結果の数字を私に示して

きた業者に対して、積算の内訳表や設計価格を見て、『高いんじゃないか』

『ここの部分がおかしいんと違うか』などと教えたやったことさえありまし

た。談合による受注価格のつり上げによって、市民の大切な税金が業者らに

食われてしまったのですから、談合を黙認するかのような態度については深

く反省している。・・・・・」と述べている。談合業者の大部分の担当者は、

予定価格の示唆を受けたと供述し、何人かの久居市の担当職員も予定価格に

つき示唆を与えたことを供述している。久居市が談合を黙認どころか協力し

ていたのである。

(5) 鈴鹿市での談合に関わる贈収賄刑事事件（津地方裁判所平成１０年（わ）

第２７１号、同第２７９号贈収賄事件）

本事件は、鈴鹿市水道局次長が、同水道局が発注する入札の予定価格を教

えた報酬として土木工事業者から賄賂を受け取っていたという贈収賄事件で

ある。鈴鹿市水道局建設係長であった被告人は、「この種の水道工事を含む

官公庁発注の工事については、業者間で談合が行われ、『本命』などと呼ば

れる落札予定業者が、入札額の最高限度額である入札比較価格を知りたがり、

これによってできるだけ多くの儲けを手に入れようとすることを、ある意味

では常識として知っておりました。」と供述し、入札業者である被告人は

「私どものＳ配管工業所が指名をもらうようになった昭和５４年からずっと

変わらず、今も昔も指名業者間のいわゆる談合によるやり方でした。」「久

居市であった談合事件については、当時、鈴鹿管工事協同組合の組合員の間

でも話題になり、事務所に集まって本命を決めるのはさすがにまずいだろう

ということになり、電話を使って連絡するようにしようということになり、

一時的には、電話で連絡しあって本命を決めていました。しかし、久居市の

ように業者間で対立さえしなければ、表沙汰にはならないだろうということ

で、業者間で仲良くやっていこうという話になり、すぐに、また、事務所に

集まって本命を決めるようになりました。」と供述しており、鈴鹿市管工業

協同組合の組合員は、１９９７年（平成９年）７月に発覚した久居の談合事

件後も談合をしつづけ、鈴鹿市水道局の入札において、長年の間、談合が蔓
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延していたのである。

２．刑事記録に見る談合による落札率高騰のメカニズム

(1) 久居市の談合刑事事件から明らかになった実態

① 談合すると落札率９８％、９９％、自由競争をすると落札率は７５％、８

０％になる。

② 入札担当者による予定価格の示唆

談合して本命になると、本命業者だけが積算して（他の入札業者は積算し

ない。）、予定価格を推定し、市の担当者に予定価格を探りに行く。市の担

当者は、予定価格そのものは教えてくれないが、「大体それくらい」「少し

高い」「もう少し低い」等と示唆する。このようにして、落札率は９８％、

９９％になる。

③ 談合すると「一位不動」になる。

本命業者は、他の入札業者に１回目、２回目、３回目の入札価格を書いた

札を渡し、この価格で入札するよう頼むこと、従って、複数回の入札になる

と本命業者が常にもっとも低い価格で入札することになる。

④ 自治体の入札担当者は談合を容認するばかりか協力している。

前記のとおり、談合業者の大部分の担当者は、予定価格の示唆を受けたと

供述し、何人かの久居市担当職員も予定価格につき示唆を与えたことを供述

している。久居市担当職員が談合を黙認どころか協力していたのである。

(2) 名古屋市新南陽工場談合刑事事件から明らかになった実態

同事件の刑事記録によると、ゼネコンの談合の流れは、以下のとおりとな

り、談合には発注自治体が協力しなければ成り立たない仕組みとなっている。

すなわち発注自治体も「本命」を決める際、指名業者を決める際、予定価

格を示唆する際など、談合には積極的に深く関わっている。

① 発注工事の情報収集

ゼネコン各社の情報収集担当者（とくに地方自治体から建設会社に天下り

した者）は、地方自治体がいつ、どのような工事を発注するかを発注自治体

の担当者のところへ行って情報収集し、自社が受注できるよう営業活動をす

る（発注自治体の幹部に「天の声」を出して貰うよう頼んだり、設計業者の

ために設計をしてやるなど）。

② 調整による「本命」の決定

その工事の受注先について業者間で話し合って調整し、最終的な落札予定

者である「本命」を決める。ゼネコン各社には、業界同士の調整を担当する

者（いわゆる談合屋）が決められている。

③ 発注自治体への「本命」となったことの連絡と指名のお願い

本命になった業者は、地方自治体の担当者（大きい工事は指名審査委員長
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など）に会い、「本命」となったことを話し、指名して貰うよう依頼する

（議員を通じて依頼することもある。）。

④ 発注自治体へ予定価格を聞きに行く

「本命」業者は積算をして、自分が親しくしている発注自治体の積算担当

者や予定価格を知り得る立場の者（主としてかつての部下）に予定価格を聞

きに行く（議員を通じて聞くこともある。）。自社の積算結果を発注自治体

の担当者に示し、「予定価格は２０億２１００万円くらいと思うがどうか」

等と尋ねると、発注自治体の担当者は「大体それくらい」とか「少し高過ぎ

る」とか、予定価格に近い価格を教える（積算するには膨大な費用がかかる

ので本命業者のみが積算をし、その他の業者は積算をしない。）。

⑤ 入札価格を連絡し、本命業者が落札する。

「本命」業者は、他の入札業者に自社の入札価格を連絡し、これより高い

価格で入札するよう連絡する。場合によっては（予定価格が必ずしも正確で

ない場合や、予定価格を知らないことを装う場合など）、１回目の入札価格

のみならず、２回目、３回目の入札価格も連絡する。２回、３回と入札する

場合は、必ず「一位不動」となる。

⑥ 談合には発注自治体の関与が不可欠

ほとんどの入札で予定価格の９８％ないし９９％で落札することは、発注

自治体の関与なくしてできない。発注自治体が、予定価格を決める前提とし

て設計価格の積算をするが、積算方法や材料費などは公表されている。工事

によって工事場所の地形、地質、道路条件、歩切りの程度などが違うため、

本命業者が予定価格を予想する場合、一割程度の誤差が生じるにもかかわら

ず、落札率が、常に９８％、９９％になることは常識ではあり得ない。こう

した事実からすれば、発注自治体が、関与していると強く推定されると言わ

ざるを得ない。

五 アメリカ入札制度調査（日弁連「アメリカの入札制度について」報告書）

日弁連は、１９９９年１１月２９日から１２月２日にかけて、カリフォルニ

ア州司法長官室、カリフォルニア州交通局、カリフォルニア州建設業協会、談

合問題担当弁護士、アメリカ連邦司法省検事、連邦一般調達庁などを訪問し、

アメリカの入札制度につき聞き取り調査を実施した。その結果、次のことが分

かった。

１．なぜ、アメリカでは談合が少ないかーその根本的理由

アメリカの入札制度の調査で強く感じられたのは、日本では、国や自治体

は真剣に談合をなくそうとしていないばかりか、談合を推奨している疑いす

らあるのに対し、アメリカの国や州政府は、真剣に談合をなくそうとしてい
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ることである。その象徴的なものは、日本では、公正取引委員会が談合を摘

発しても、国や自治体がめったに損害賠償請求をしないのに対し、アメリカ

では、談合が明らかになれば、政府自身が談合業者に対し損害賠償請求をす

ることである。そして、日本は談合してもなかなか摘発されず、摘発されて

も、せいぜい課徴金は契約金額の６％であり、めったに刑事処分はされない

し、実刑判決も少ない。アメリカでは、談合すると刑事でも民事でも行政処

分でも極めて厳しく、正に重罪扱いである。これが、アメリカで談合がきわ

めて少ない根本的な理由である。

２．談合が発覚しやすい制度と厳しいペナルティー

① 刑事処分―免責制度と原則実刑

アメリカでは談合の疑いがあると、入札当局は直ちに司法省へ通告する。

独禁法違反の犯罪を犯すと、シャーマン法（Sherman Act 1）により、会社は

１０００万ドル以下の罰金、個人は３５万ドル以下の罰金、禁固３年以下の

刑となる。談合をした場合の罪名は、独禁法違反だけでなく、虚偽の証言、

郵便詐欺、脱税などが合わせて罰せられることが多い。個人の平均罰金額は

２０万ドルで、平均刑期は１２ヶ月の実刑という厳しさである。司法省の検

事の表現を借りると「犯罪があれば、どこまでも追いかけていき、必ず裁判

にかけ、できるだけ厳しい罰を与える」ということである。罰金の基準は、

談合による損害額の２倍である。

独禁法違反の摘発をしやすくするための、「最初の自白者に対する免責制

度」は注目に値する。捜査開始後であっても、最初に司法省へ来て事実を自

白すれば、自白者は刑事責任を免れる。１９９６年から司法省からの呼出状

が来た後に自白しても免責されるようになってから、司法省への自白申し込

みは、月に２、３件あるようになり、独禁法違反の摘発は飛躍的に増えた。

これも司法省の検事の言を借りると「アメリカ独禁法の１００年の歴史の中

で一番大きな影響を与えた」制度改革である。

② 民事の損害賠償制度―３倍賠償と内部告発者に報酬

司法省は、談合事件が明らかになった場合、談合業者に対し政府の損害を

賠償請求する。日本の国や自治体が、めったに損害賠償請求をしないのと対

照的である。アメリカでは、実際の損害額の３倍の賠償請求ができる（Clay

-ton Act Section 4A ）。談合をした業者は、刑事の２倍の罰金と合わせて

５倍の金額を払わなければならなくなるのである。

しかも、摘発しやすくするため、内部告発者（談合業者の従業員であるこ

とが多い）は、虚偽申告法（False Claim Act）により、政府に代わって談合

業者に損害賠償請求ができる。その場合、内部告発者は、回収できた金額の

１５％から３０％の報酬と弁護士費用を受け取ることができる。このように、
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民事、刑事とも内部告発者をでやすくするようなインセンティブが働くシス

テムとなっており、談合すると当局に「ばれてしまう」可能性を極めて高く

している。

③ 入札資格の停止、剥奪

談合により摘発されると、最高３６ヶ月入札資格を剥奪されることから、

談合した業者は、倒産する可能性がある。

３．談合しにくい入札制度

アメリカの入札制度は、ボンド付きの一般競争入札であり、原則として、

その仕事ができる業者は誰でも入札に参加でき、日本のように地域制限や点

数制限はない。以下のとおり談合しにくい制度となっている。

① 日本のように、工事現場近くのいつもの業者だけが指名される入札と違い、

ローテーションができないので、談合が成り立ちにくい。

② しかも、日本のように、入札総額だけ書けばよいのではなく、入札書類に、

下請業者名、下請価格、積算内容を記載しなければならず、いろいろな誓約

書、証明書を添付しなければならず、談合がしにくい（入札時点で下請業者

を特定しなければならず、下請をさせるからという下請談合もできない。）。

③ これらの入札書類などの情報公開が徹底されており、不公正な入札条件を

決めたり、不公正な落札決定をしたり、業者が嘘の書類を出したりした場合

には、業者間の不服申立制度があり、業者同士の監視が厳しく、行政職員と

の癒着も業者の談合も難しい。

④ 情報はオープンにされ、だれでも入札に参加できるので癒着が起きにくい。

⑤ 行政職員の倫理規定も整備され、業者との癒着が起こりにくい。

⑥ 国民は税金の無駄使いに厳しく、政治家は公共事業の入札に一切関わらな

い。

⑦ 公共工事の予算が余った場合次年度に回すことができるので、役人は予算

を使い切ろうとしない。

一般競争入札で誰でも入札に参加できることにすると、不良・不適格業者

の参入、手抜き工事の可能性がある、入札参加者が多くなり、費用と手間が

かかりすぎる、との問題点が日本では指摘される。アメリカでは、ボンドを

積むことで財政的な不安を解消し、入札した後、工事実績や技術力、悪質工

事の実績がないかどうか、などの事後審査があり、工事検査は厳しく、悪い

工事をした場合、入札資格を失う可能性があり、悪質工事を防いでいる。ま

た、積算したり、下請業者との契約をするなど、入札するには多くの労力と

費用がかかり、業者は本当に取りたい工事の入札にしか加わらず、平均入札

参加業者数は５社から８社であり、発注者の費用と手間がかかるわけではな

い。


